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５進め Forest 協力隊!!進め Forest 協力隊!!進め Forest 協力隊!!進め Forest 協力隊!!
深浦町地域おこし協力隊　櫻井　義晃（さくらい　よしてる）

今年の２月で神奈川県から移
住して１年が経ちました。
深浦町に来て私自身の変化と

しては、麻痺させていた人間ら
しさを取り戻している期間なの
かなと感じます。
具体的には感情や五感、特に

味覚と嗅覚が冴えわたり、今ま
で料理に何の食材が入っている
か、香りもわかりづらかったの
ですが、味もしっかりわかり、
木の香りや日本酒の香りもより
一層楽しめるようになりました。
鼻呼吸もスムーズになり呼吸

自体が深くなりました。
冬の青森の澄み切った空気を

鼻から体の中に取り入れること
で、体全身に酸素が運ばれる感
覚を森林の中で仕事をしながら

楽しんでいます。
サウナが好きで特に寒い季節

は感覚が研ぎ澄まされより整い
ます。
最近は週一回の楽しみとして

通っており、サウナ ⇒ 水風呂 
⇒ 外気浴 を３～４セット繰り
返しています。
だた、黙々とルーティーンを

繰り返すことで修行僧のよう
な雰囲気を醸し出してしまって
いるので、ちょっと周りから浮
いているかなと・・・、でも気
にせずに自分の世界に入り込ん
で整っています。
自分だけでなくつがる森林組

合の臨時職員として、深浦町の
森林も整えています。

防 災 コ ー ナ ー
「新たな防災気象情報の運用開始」について、お知らせします

　気象庁では、令和６年６月に取りまと
められた「防災気象情報に関する検討
会」の提言を踏まえ、令和８年５月下旬
から新たな防災気象情報の運用を開始し
ます。
　河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関
する情報等は、これまで警戒レベルとの
対応が複雑でわかりにくくなっていまし
たが、今回の改善により、避難情報の５
段階の警戒レベルに対応し、避難判断が
しやすくなります。
　気象庁が発表する気象情報を基に町で
は避難情報を発令しますが、警戒レベル
４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難
が発令された際には、速やかに避難行動
をとるようにしてください。
　右記QRコードから青森地方気象台の
特設ページへ移動し、詳しい内容を確認
することができます。

■問合せ先　青森地方気象台　☎017-741-7413

M.Kさん、卒煙おめでとうございます！

M.Kさん（48歳）　３区

「気楽にチャレンジしてみて下さい。
　案外、楽に禁煙ができますよ！」

禁　煙　成　功　者
　町では禁煙を目指す方を支援するため、禁煙外来治療費助成事業や禁煙チャレンジ事業を行っ
ています。
　今回は、ご本人の努力と禁煙チャレンジ事業により禁煙を成し遂げた方をご紹介します。

　深浦町の各課で行っている業務や窓口で対応している届け出や相談を紹介します。各種届け出や相談
について、担当課までいつでもご連絡ください。

【税務会計課】
　税務会計課の各係の主な業務は次のとおりです。

　以下の場合には届け出（申告）が必要となります。

◎原動機付自転車（125CC以下のバイク）・小型特殊自動車の手続き
・新規登録（新たに深浦町のナンバープレートを取得する）
・名義変更（所有者を変更する）
・廃車登録（車両を処分する、譲渡するためナンバーを返納する等）

◎家屋の手続き
　・新築等 
　・取り壊し
　※法務局へ届出する場合は不要です。

◎固定資産税納税義務者変更の手続き

　※届け出等には、添付書類等が必要な場合もございますので、税務会計課へお問い合わせください。

禁煙チャレンジ事業とは？　ニコチンパッチと保健師の面談のもと禁煙を目指すものです。パッ
チ費用は全額、町が負担します。
　禁煙外来治療費助成事業、禁煙チャレンジ事業の詳細はHPもしくは下記までお気軽にお問合
せください。

　【問合せ】深浦町健康推進課　☎82-0288　　fukaura-health01@town.fukaura.lg.jp

禁煙を考えている人へメッセージをいただきました

役場の窓口を紹介します

税　務　係
固定資産係
収　納　係
出　納　係

住民税・軽自動車税等の賦課
固定資産（土地、家屋、償却資産）に係る評価・賦課
町税の徴収、納付相談
町税・介護及び後期高齢者医療保険料・水道使用料等の収納

■お問合せ先　税務会計課直通　☎0173-74-2114

整備されたスギ林の息吹を感じる櫻井隊員 100年後のスギ林をイメージ


